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中
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第
二
項
第
三
号
ロ
」
を
「
第
五
条
第
二
項
第
三
号
ハ
」
に

改
め
、
同�
を
同�
と
し
、
同�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
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七－

十
五
第
五
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
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と
と
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れ
て
い
る
公
共
的
機

関
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び
人
事
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
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